
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年10月17日に北海道厚真町におい

て今シーズン国内初となる発生が確認されて

以降、道内では旭川市で発生が確認される等、

全国で 14 道県 43 事例の発生が確認され（令

和７年１月 27 日現在）、約 811 万羽が殺処

分されています。今シーズン、家きん飼養農場

における初発生がこれまでで最も早く、さらに

死亡野鳥等から本病ウイルスが確認される事

例も例年と同様に確認されています。 

このことから、国内では早期にウイルスの

侵入があり、既に環境中のウイルス汚染度がか

なり高いことが想定されます。鶏舎･防鳥ネッ

トの点検及び破損部の修繕を実施し、農場･鶏

舎へ入る際には専用長靴を使用するとともに、

手指等の消毒を徹底するようお願いします。環

境中に本病ウイルスが存在していることを念

頭に置き、引き続き厳重に警戒してください。 
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１ 

異常家きんを発見した場合は速やかに当所へ通報してください！！ 

※発生状況の詳細は農林水産省の HP を参照して下さい。 

【令和６年度 国内における本病発生状況】 

※農水省 HP 

●  家きん 

★  野  鳥 

Ｒ7.1.27 現在 
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【CSF】 

平成 30 年９月、岐阜県の養豚場において国内では 26 年ぶりに発生し、これまでに２3 都県（岐

阜県、愛知県、長野県、三重県、福井県、埼玉県、山梨県、沖縄県、群馬県、山形県、和歌山県、栃

木県、奈良県、神奈川県、滋賀県、宮城県、茨城県、東京都、兵庫県、佐賀県、岩手県、新潟県、愛

媛県）で 95例が確認されています（令和７年１月 27 日現在）。 

また、野生いのししにも本病ウイルスが浸潤し、感染区域が四国、九州、青森県まで拡大してお

り、豚及び野生いのししにおける感染拡大防止及びその後の清浄化が急務となっています。さらに、

２ 豚熱（CSF）及びアフリカ豚熱（ASF）について 

２ 

・車両消毒の徹底！ 

・タイヤ周辺はしっかり消毒！ 

・交差汚染防止のため専用長靴着用！ 

・長靴は水で汚れを落としてから消毒液へ！ 

・手指消毒も忘れずに 

 

・集卵コンベア等の開口部の隙間、屋根裏や入気口 

も点検！ 

・破損があればすぐに補修！ 

◆予防対策の重要ポイント◆ 

※農水省 HP 



豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針に基づくワクチン接種地域は北海道以外の 46 都府県となっ

ており、これらの地域から豚（愛玩用含む）や精液を導入することは制限されています。道内への侵

入防止及び飼養豚への感染防止のため、飼養衛生管理基準の遵守継続をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ASF】 

ASF ウイルスの感染により豚やいのししが、発熱や全身の出血性病変を引き起こす致死性の高い

伝染病です。本病に有効なワクチンや治療法はなく、患畜・疑似患畜は速やかな届出及びと殺が義

務づけられています。 

我が国は本病の清浄国であり、これまで発生は確認されておりませんが、アジアの近隣諸国では

平成 30 年より継続発生しており、隣国である韓国でも発生が相次いでいます。 

また、発生国からの旅客により国内の空港に持ち込まれた食肉加工製品等の一部について、のべ

109 例（内、新千歳空港 12 例）の遺伝子陽性事例が確認されています（令和６年１月 12 日時

点）。なお、109 例中４例からは生きたウイルスが分離されており（中国２件、フィリピン２件）、

実際に感染力を持つウイルスが日本国内の空港まで到達しており、本病の国内への侵入リスクは極

めて高い状況が続いています。この状況に対処するため、不法に食肉加工製品等を持ち込んだ場合

の罰金の引き上げなど、海外からの畜産物の違法な持込への対応を厳罰化しています。水際におけ

る国内へのウイルス侵入防止の徹底と、農場における飼養衛生管理基準の遵守が、ASF の豚等への

感染リスクの低減を図るためには極めて重要です。引き続き、飼養衛生管理基準の遵守徹底をお願

いします。海外研修生への海外からの郵便物、一時帰国時の持込について、重ねてご指導をお願い

します。 

※発生状況の詳細は農林水産省の HP を参照して下さい。 

３ 

※農水省 HP 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆CSF 及び ASF に関する特定症状について◆ 

豚の所有者や獣医師が異常豚を確認した場合に、直ちに家畜保健衛生所に通報が必要な症状（特

定症状：CSF 及び ASF を疑うべき症状）が定められています。 

次の症状がみられた場合、直ちに当所に通報をお願いします。立入検査を実施しますので、通報

から検査陰性が確認されるまで、豚の移動等の自粛をお願いします。 

 

 

１ 耳翼、下腹部、四肢等に紫斑がある 

２ 同一畜房内（又は畜舎）において、次の（１）～（７）のいずれかの症状 

を示す豚が、概ね１週間程度の期間に増加している  

（１）発熱（40℃以上）、元気消失、食欲減退 

（２）便秘、下痢

（３）結膜炎（目やに） 

（４）歩行困難、後躯麻痺、けいれん 

（５）削痩、被毛粗剛、発育不良（いわゆる「ひね豚」） 

（６）流死産等の異常産の発生 

（７）血液凝固不全に起因した皮下出血、皮膚紅斑、天然孔からの出血、血便 

３ 同一畜房内（又は畜舎）において、複数の豚が突然死亡することが、概ね 

１週間程度の期間に増加している 

４ 血液検査で、複数の豚に白血球数の減少（１万個未満/μｌ）又は好中球の 

核の左方移動が確認される 

【CSF、ASF の特定症状】 

※農水省 HP 

※発生状況の詳細は農林水産省の HP を参照して下さい。 

４ 



◆これらの疾病の侵入を防ぐため、次のことを徹底しましょう◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国内における口蹄疫の発生は、平成 22

年以降ありませんが、アジアの近隣諸国で

は依然として発生が続いています。今一

度、関係者以外の立入制限や消毒体制の維

持など飼養衛生管理基準の再徹底並びに

初動対応の再確認をしてください。家畜に

本病を疑う症状（特定症状）を発見した場

合には、当所への連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 口蹄疫について 

特徴的な症状がなく、気がつきにくい疾病です！ 

異状を発見したら直ちに通報願います！ 

● 生肉を含む可能性のある食品循環資源を給与する場合は適切に加熱 

（攪拌しながら 90℃で 60 分以上又はこれと同等以上の効果を有する方法（※）） 

● 豚舎専用の衣服・長靴の着用 

● 入退場時の人・車両消毒の徹底 

● 飼養豚の看視の強化と早期発見・通報  

● 畜舎内への野生動物の侵入防止の徹底 
 

※95℃で 19 分以上、 

100℃で６分以上 など 

１ 39℃以上の発熱を示した家畜が、泡沫性流涎、跛行、起立不能、泌乳量の大幅な低下 

又は泌乳停止のいずれかを呈し、かつ、その口腔内、口唇、鼻腔内、鼻部、蹄部、乳頭又は 

乳房（以下「口腔内等」） のいずれかに水疱、びらん、潰瘍又は瘢痕（外傷に起因するもの 

を除く。以下「水疱等」）を呈している場合 

２ 同一の畜房内において、複数の家畜の口腔内等に水疱等があること 

３ 同一の畜房内において、半数以上の哺乳畜が当日及びその前日の二日間において死亡する 

こと（設備故障、気温の急激な変化、風水害等、明らかに口蹄疫以外の事情によることが明 

らかな場合を除く） 

 

 

【口蹄疫の特定症状】 

４ 

※農水省 HP 

※発生状況の詳細は農林水産省の HP を参照して下さい。 

５ 



 

 

ランピースキン病はランピースキン病ウイルスによって引き起こされる牛や水牛の病気です。令

和 6 年 11 月 6 日以降、福岡県の 19 農場（乳用 16 農場、乳用・肉用 1 農場、肉用 2 農場）、

熊本県の 2農場（乳用 1 農場、乳用・肉用 1農場）で本病の発生が確認されています。ランピース

キン病ウイルスは蚊やハエ、汚染された飼料、水、器具を介して伝播します。死亡率は低く、自然治

癒しますが、乳量の低下等生産性に影響を与えます。農場への侵入・まん延防止のため、毎日の健康

観察・侵入防止対策を実施するとともに、本病を疑う事例を確認した場合は、 速やかに当所への連

絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【法定伝染病】 

病名 畜種 
北海道 十勝管内 

戸数 頭数 戸数 頭数 発生市町村 

ヨーネ病 
牛 248 982 89 365 

音更町、士幌町、上士幌町、

新得町、清水町、中札内村、

更別村、大樹町、広尾町、 

幕別町、池田町、豊頃町、 

本別町、足寄町、陸別町、 

浦幌町 

山羊 2 2 0 0  

伝達性海綿状脳症 めん羊 1 1 0 0  

５ 監視伝染病発生状況（令和６年１月～12 月） 

 令和４年度 抗菌性物質残留事例発生状況について 

６ 

４ ランピースキン病について 

●症状：全身の結節・発疹・水腫、 

発熱、泌乳量の減少、リン 

パ節の腫大 

●経過：発疹は壊死し潰瘍となり、 

痂皮を形成。軽度な場合は 

数週間で治癒。 

回復に３ヵ月以上要する 

場合もあり。 

●対策：治療法はなし。 

早期の摘発と隔離。 

害虫の駆除。ワクチン。 

 

※北海道については令和 6 年 11 月末時点 



病名 畜種 

北海道 十勝管内 

戸数 頭数 戸数 頭数 発生市町村 

高病原性 

鳥インフルエンザ 
鶏 2 3 0 0  

高病原性 

鳥インフルエンザ 

(疑似患畜) 

鶏 2 64,218 0 0  

【届出伝染病】 

病名 畜種 
北海道 十勝管内 

戸数 頭数 戸数 頭数 発生市町村 

牛ウイルス性下痢 牛 17 38 13 35 

帯広市、士幌町、 

上士幌町、清水町、 

幕別町、本別町、足寄町 

牛ウイルス性下痢 

（疑症） 
牛 5 7 4 5 清水町、幕別町 

牛伝染性リンパ腫 牛 227 663 
44 

（2） 

188 

（140） 

帯広市、音更町、鹿追町、

新得町、清水町、芽室町、

更別村、大樹町、広尾町、

幕別町、池田町、豊頃町、

本別町、足寄町、陸別町、

浦幌町 

牛伝染性リンパ腫 

（疑症） 
牛 1 1 0 0  

牛丘疹性口内炎 牛 1 1 1 1 士幌町 

破傷風（疑症） 牛 4 4 2 2 大樹町 

サルモネラ症 牛 51 205 9 23 

帯広市、鹿追町、清水町、

芽室町、大樹町、豊頃町、

本別町、足寄町 

サルモネラ症 

（疑症） 
牛 1 1 0 0  

ネオスポラ症 牛 1 1 1 1 幕別町 

牛伝染性鼻気管炎 牛 1 5 0 0  

馬鼻肺炎 馬 16 25 0 0  

豚丹毒 豚 7 11 1 （1） 1 （3） 帯広市 

豚流行性下痢（疑症） 豚 1 2 0 0  

７ 

※北海道については令和 6 年 11 月末時点 



病名 畜種 
北海道 十勝管内 

戸数 頭数 戸数 頭数 発生市町村 

鶏伝染性気管支炎 鶏 2 13 0 0  

バロア病 蜜蜂 28 897 0 0  

チョーク病 蜜蜂 24 447 0 0  

レプトスピラ症 

（疑症） 
犬 1 1 1 1 芽室町 

（十勝管内発生戸数・頭数のカッコ内はと畜場での発生戸数・頭数で、内数） 

 

 

 

令和７年 1 月 10 日現在の検査実施状況は次表のとおりです。今後、実施予定の２町においては検査

にご協力をお願いします。 

【牛】 

事業名 市町村 乳・肉 実施時期 戸数 頭数 結果 

ヨーネ病検査 

鹿追町 乳 ４・５月 49 戸 7,450 頭 全頭陰性 

大樹町 肉 ４・５月 25 戸 2,371 頭 全頭陰性 

士幌町 乳・肉 
６・１０・ 

１１月 
35 戸 3,406 頭 2 戸 3 頭陽性 

芽室町 肉 ７月 3 戸 133 頭 全頭陰性 

更別村 乳 ７月 17 戸 1,181 頭 1 戸 1 頭陽性 

陸別町 乳・肉 ９・１０月 12 戸 1,730 頭 1 戸 1 頭陽性 

浦幌町 乳 １０・１１月 18 戸 3,381 頭 1 戸 6 頭陽性 

本別町 乳 １１月 23 戸 2,336 頭 2 戸 5 頭陽性 

足寄町 乳 １１・１２月 31 戸 1,884 頭 全頭陰性 

音更町 肉 １２月 24 戸 980 頭 全頭陰性 

幕別町 

忠類 
乳 １・２月 実施予定 

【種雄牛】 

事業名 市町村 実施時期 戸数 羽数 結果 

ヨーネ病検査 管内全域 4 月～3 月 13 戸 376 頭 全頭陰性 

【鶏】 

事業名 市町村 実施時期 戸数 羽数 結果 

鳥インフルエンザ 

強化モニタリング 
清水町 10・12 月 2 戸 20 羽 全羽陰性 

 

 

 

８ 

６ 家畜伝染病予防法第５条に基づく検査実施状況 



【蜜蜂】 

事業名 市町村 実施時期 戸数 群数 結果 

腐蛆病検査 管内全域 8 月 25 戸 515 群 全群陰性 

 

 

 

家畜の所有者は、家畜伝染病予防法第 12 条の４に基づき、毎年、定期報告書を提出し、家畜の飼

養頭羽数、飼養衛生管理基準の遵守状況、その他の家畜の飼養状況について管轄の都道府県知事へ

報告することが定められています。 

✓ 毎年、定期報告書を提出することは、家畜の所有者の義務です。 

    ▶ 未提出の場合、最終的には罰則もありますが、過料によって定期報告書の提出が免除され

るものではありません。 

✓ 有事に備えた防疫計画は、各農場の定期報告書を元に作成されるため、防疫においても重要な

報告です。 

▶ 未報告の内容などがあれば、初動対応の遅れにつながりかねません。 

✓ 補助金助成事業（畜産クラスター、ヨーネ病の自主検査・自主とう汰、牛伝染性リンパ腫及び

牛ウイルス性下痢の対策等）においても、法令遵守が前提となっております。 

十勝管内全体の家畜衛生の推進、飼養衛生管理基準および法令遵守の意識向上のためにも、ご協

力をお願いします。 

 

 【報告対象及び期日】 

 

 

提出方法について、報告様式に必要事項を記載又は添付し、市役所・町村役場に提出するほか、令

和７年（2025 年）２月から、飼養衛生管理支援システム（農林水産省共通申請サービス （eMAFF））

を利用した報告も可能となります。利用される場合は、以下の URL から詳細を確認してください。  

 

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/tss/kachikueisei/system.html 

 

報告対象 期日 

牛、馬、水牛、豚、めん羊、山羊、鹿、いのしし 毎年 ４月 15 日 

家きん 

（鶏、あひる、うずら、きじ、七面鳥、ほろほろ鳥、だちょう） 
毎年 ６月 15 日 

 ※愛玩用（ペット）も報告対象です。 

  ※烏骨鶏、チャボ、エミュー、ガチョウ、合鴨、フランス鴨など上記家きんに類する鳥類についても 

報告をお願いします。 

７ 定期報告書について 

９ 



 

 

【高病原性鳥インフルエンザ等発生時に備えた埋却作業等演習】 

令和６年８月 28 日、清水町

の養鶏場において開催しまし

た。この演習では、高病原性鳥

インフルエンザ発生時の迅速な

対応のため、会場となった養鶏

場の埋却予定地の試掘及び埋却

作業の手順を確認し、併せて埋

却地の土質・地下水等の状況

や、重機、作業員の動線等につ

いての確認も行いまいした。 

 

【令和６年度 海外悪性伝染病防疫訓練】 

令和６年 12月 23 日、中札

内村において開催しました。こ

の演習では、中札内村内の養鶏

場での高病原性鳥インフルエン

ザ発生を想定し、集合施設や現

地指揮所のレイアウト作成、集

合施設の会場設営及び防疫衣着

脱など、初動対応に係わる訓練

を実施しました。 

 

開催にあたりまして、関係機関の皆様に多大なるご協力をいただいたことに御礼

申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年度の管内における残留事例は生乳で 10件、畜肉で１件発生しています（令和７年１月 20 日

現在）。畜産物の安全確保のため、投薬牛の管理と確認を徹底し、残留事例の発生を防ぎましょう。 

９ 抗菌性物質残留事例発生状況について 

８ 防疫演習について 
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紙で提出する場合は、北海道十勝総合振興局産業振興部農務課畜産係（〒080-8588 帯広市東３条

南３丁目１番地）宛てに令和７年１月 31日までに提出をお願いします。 

 

BSE検査の要否については、検案した

獣医師が発行する死亡獣畜処理指示書

（以下、指示書）に記載し、家保宛てに

届出をしていただいているところです

が、記載のミスやチェック漏れによる確

認事例が散見されています。 

右の円グラフのとおり、指示書要確認

事例全 196 例（R６.４～11、東部ＢＳ

Ｅ検査室調べ）のうち、半数以上が BSE

検査要否のチェック漏れとなっており、

ついで、検査対象外を対象牛とした例、

「症状又は疾患」のチェックミスの順と

なっています。 

指示書の交付前には、今一度、BSE 検査要否のチェック漏れがないかどうかの確認をお願いしま

す。  

また、交付後に病名や BSE 検査の要・否に変更があった場合は、化製場搬入前までに当所または検

査室（化製場）宛てご連絡いただきますようお願いします。 

【主な原因】 

①マーキング見落とし・忘れ 

②搾乳ロボットの設定ミス 

③パイプラインの接続ミス 

【主な原因】 

①抗菌性物質以外に出荷制限規

制医薬品があることの認識不足 

（例：メロキシカム） 

②出荷時の投薬歴確認不足 

10 死亡獣畜処理指示書は交付前に BSE 検査要否チェックの確認を！ 
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所長 前田 泰治 

次長 上村 伸子 

西部 BSE 検査室 

室長 羽生 英樹 

東部 BSE 検査室 

室長 髙橋 弘康 

指導課 

課長 神間 清恵 

主査（薬事・安全）内田 兼司 

技師 西野 絹太朗 

予防課 

課長 宮根 和弘 

主査(危機管理)  宮澤 和貴 

指導専門員 鈴木 淳也 

指導専門員 小林 和美 

専門員 廣川 友弥 

専門員 近藤 友美 

獣医師 小柳 優奈 

獣医師 釜谷 友乃（旧性：内山） 

病性鑑定課 

課長 藪内 雪香 

主査(病性鑑定)  谷口 有紀子 

指導専門員 川内 京子 

専門員 風間 知里 

専門員 泉 一宏 

専門員 山本 彩乃 

専門員 田子 穣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

11 十勝家畜保健衛生所組織体制 

連 絡 先 

北海道十勝家畜保健衛生所 
〒089-1182 帯広市川西町基線 59 番地６

TEL：0155-59-2021 FAX：0155-59-2571 

【夜間・休日】 TEL：0155-26-9005（十勝総合振興局） 

 

東部 BSE 検査室 

〒089-1372 

中札内村元札内東 2 線 51 番地４ 

TEL：0155-63-6338 

FAX：0155-63-6339 

西部 BSE 検査室 
〒081-0035 

新得町字上佐幌西３線４９ 

TEL：0156-64-0050 

FAX：0156-64-0051 
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